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1

　日常的な問題

　重要な申し込み書類の記入問題。国民健康保険、年金や

確定申告などの重要な申し込み書類はすべて日本語で書かれ

ており、記入する時に非常に困る。

　外国人として、少なくとも英語ができるという前提である。

　重要な申し込み書類を英語に翻訳することで、申し込みする時に英語

版を参考に記入できるようにする。写真入りガイドもいい。家に郵送する

場合は、英語版の書類を添付する。

2

　制度の仕組みが分からない。国民健康保険、年金や確定申

告などの制度がとても複雑で、やさしい日本語で書かれていたと

してもわかりづらい。

　制度・仕組みの説明を英語に翻訳する。説明を少なくし、重要なポイン

トだけを集めた簡単でわかりやすいガイドを作成する。写真入りガイドもい

い。例：留学生の場合、国民年金保険料学生納付特例、国民健康

保険料の軽減や税金の還付など。

3

　佐賀県外国籍住民アンケート調査結果からみれば、市役所

での手続きなどで、日本語が理由で困っていることに同感しまし

た。

　相手がゆっくり話せば、それを聞いて理解できる人が３割を占

めていますが、行政の手続きなどは専門用語が多いため、日常

会話が理解できていたとしても、実際、窓口では困っている外国

人が多いのが現状です。

　自分が話したい言語で相談ができる場所の情報（例えば、通訳、翻訳

会社）を行政の窓口で教えてくれたら助かると思います。

　すべての外国人が英語での会話は難しいため、自分の国の言語で会話

が通じる人を行政の窓口に置くことが一番だと思いますが、いろんな国の

人がいるため、すべての言語に対応できる人を置くのは大変だと思うので、

行政手続きに使う専門用語だけでも各国の言語で訳した対応表を置い

てあれば、助かると思います。

【国際課】

　自分が話したい言語で相談ができる場所→さが多文化共生センターの案

内の工夫を検討する（ウェルカムパッケージの活用）

　行政手続きに使う専門用語（2言語対比リスト）を担当課へ照会し、作

成について検討する。

4

　調査票には書かれていませんが、実際、国際結婚、養子縁

組など様々な手続きのため、市役所の窓口に行っても、国に

よって提出資料が違うことに詳しい人がいないため、困っている

外国人が非常に多いです。

　外国人対応の窓口を作り、各国の書類提出等に詳しい方がいれば助

かると思います。

　提出書類に詳しい行政書士と相談できる機会を設けてくれたら助かると

思います。

【国際課】

　庁内窓口で渉外手続についてどの程度対応したか照会し、実績と需要を

把握したい。

　在住外国人自身で行えない手続が多いため、SPIRAでの行政書士相談

をつなげることができるよう周知も含め関係団体と調整していく。

5

　生活面で外国人が困るのは日本語能力に起因することが多

い。「やさしい日本語」や「外国語での案内」も必要だが、外国

人自身にももっと積極的に日本語の勉強をして欲しい。

　市内の外国人が自ら日本語の勉強をしたくなるような仕組みづくりを考

える。「キャリアプランを一緒に考える」「オンライン学習の環境整備」「日本

語教育の実施日時」など。佐賀ランゲージセンター（2022年4月開校）

も積極的に協力します。

6

　当組合の管理する技能実習生について、各人の意識・モチ

ベーションに個人差があるものの、比較的日本語を勉強したいと

の考えを持つ者は多いが、各自治体で開催されている日本語

教室の開催曜日や時間が合わないとの意見がある。

　受入企業及び実習生を戸別訪問し日本語学習への支援、本人たち

の学習意欲などを調査した上で、ある程度の希望人員が揃えば地元公

民館を利用した出張での勉強会開催の検討をお願いします。この時の日

本語講師については、それぞれの地区に元教師されていたような方を募集

して開催するケースと、現在ある日本語教室を実施されているサークルや

団体に出張での開催が考えられると思います。

【国際課】

　R４年度から「日本語学習推進事業」として地域日本語教室を工業団地

等の市内中心部以外の地域で実施することとしています。

　市内の日本語教師、教室、専門学校等と連携し、効果ある事業の実施

を目指します。

【市民生活課】

　異動届出書については令和3年4月から翻訳した記載例（英語・中国

語）を記載台に掲示している。

　住民票等の申請書には、証明書の種類、氏名、住所、生年月日等は英

訳の記載をしているが、詳細についても翻訳したものを作成するなどの検討を

していきたい。

【保険年金課】

　国民健康保険の加入・脱退等の手続は窓口での申請となっているため、

日本語での説明が難しい方が来庁された際は、（公財）佐賀県国際交流

協会が運営する多言語通訳コールセンターを利用して説明を行っている。ま

た、佐賀県が作成した国保のしおり（英語版・中国語版・韓国語版）を要

望があった場合に配布している。内容については、佐賀県と協議を行いながら

充実を図っていきたい。

　国民年金の加入・脱退の手続きも窓口で行うことになっており、日本語での

説明が難しい場合は通訳機（70か国語対応）を利用しての説明をするよ

うにしている。

【国際課】

　「佐賀市へようこそ（ｳｪﾙｶﾑﾊﾟｯｹｰｼﾞ）」をＲ3.10から転入届の際、配布

しており、「佐賀市へようこそ」の多言語化をＲ4.５以降に配布予定

　国際交流員による様式等の翻訳は行っており、今後も対応可能

　担当課から様式等の英語翻訳の依頼はその都度受けており、国際交流

員が対応しています。今後は、外国人宛の文書の発送について、庁内へ翻

訳の必要性について照会し、できる範囲で対応していきたい。

行政手続

日本語

教育
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7

　佐賀市には技能実習生、留学生、永住者など多様な外国

人が住んでいる。その為、求められる支援内容も、宗教、日本

語レベル、在留資格等の応じて様々である。

　在住外国人の職業など細かな状況を把握できれば、より必要な支援が

実施出来る。入管や労働局との情報連携が難しければ、監理団体、登

録支援機関、教育機関などと連携し、情報収集を図る。

【国際課】

　令和３年度末に、佐賀県から佐賀労働局を通じて厚生労働省へ在住外

国人の個人情報の提供について依頼しておりました。令和４年４月下旬に

佐賀労働局から行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第８

条第２項第３号により情報提供については相当の理由があると認められな

いとして、「提供は不可」と回答があった。よって、引き続き関係団体や受入

事業所との地道なさらなる連携の構築を今後も進めていきます。

8

　在住外国人の方の職業や勤務先など個人情報を把握する

ための方策。とくに技能実習生や特定技能の外国人労働者

で、監理団体や登録支援機関が佐賀県外の場合には把握す

ることが困難である。

　佐賀市役所に転入手続きを行う際に、把握困難な情報を任意で回答

して頂くように協力をお願いする。そのためには転入手続きを行う本人に、

入手した情報をどのような形で管理し、今後どのような形で支援サポート

するのか、サービス提供や利便性などをＰＲして理解してもらえば協力は

可能ではないかと思います。

【市民生活課・国際課】

　住民基本台帳法及び個人情報保護法により、法令による情報のみ収集

することが認められているため、職業や勤務先などの個人情報を収集すること

はできないこととなります。

　令和３年度末に、佐賀県から佐賀労働局を通じて厚生労働省へ在住外

国人の個人情報の提供について依頼しておりました。令和４年４月下旬に

佐賀労働局から行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第８

条第２項第３号により情報提供については相当の理由があると認められな

いとして、「提供は不可」と回答があった。よって、引き続き関係団体や受入

事業所との地道なさらなる連携の構築を今後も進めていきます。

9

　技能実習生の実態把握

　佐賀市内の技能実習生４０１人の実態が、十分把握でき

ていない。関係者をたどっていく形で、地道に、実態把握に務め

ていただきたいと思います。

　実態把握を進めていく中で、不適正な労働環境等があれば是正を促

し、（→外国人技能実習機構、労働局への通報等）、地元との交流

のない実習生に対しては、受け入れ事業所を通じ、地元コミュニティへの

参加（清掃活動、草取り、運動会参加など）や地域日本語学校への

参加などを促してもらうとありがたいです。

【国際課】

　技能実習生に限らず、在住外国人全体が悩み、困っていることを相談でき

る「さが多文化共生センター」の相談窓口をさらに周知し、案内を促していき

たい。

　また在住外国人から悩み等が寄せられた場合は、関係団体や地域団体と

連携して改善に結び付けたい。

10

　各地域で留学や技能実習等、生活環境が違っている。

　私の地域では技能実習の人が多く、技能実習は２～４年と

在日期間が短く、地域の人との交流が深まってこない。

　多文化共生講座なども必要と思うが、人と人の交流は食を通して理解

し合うことが早いと思う。技能実習生の受入企業との連携で、地域の各

種団体（自治会、女性部、長寿会、胎教、子ども会等）の代表者及

び技能実習生との料理講座等を通して交流を深めていく。

【国際課】

　コロナの状況をみながら、佐賀市国際交流協会、ＮＰＯ法人等、現在活

動を行っている団体と連携し、できれば、料理講座等の交流の継続性を培う

ように、日本語学習の機会ともからめて企画、実施していきたい。

11

　技能実習には男性だけの職場や女性だけの職場があり、地

域の行事に参加依頼しても、男女合同行事には嫌う企業があ

り、企業に確認（了解）をとる必要がある。（企業訪問）

　10.11とも地域と企業の連携が必要で、市の工業振興課の協力が必

要になってくる。

　地域と工業振興課（行政）、企業との３者の話し合う場を作ってほし

いと思っている。

12

　10.11に関連して地元で開催される国際交流行事、イベント

についても案内がないし、開催されることを知らないなどの意見が

企業側より聞かれた。

　受入企業に対して国際交流に関する行事やイベントを直接訪問して案

内してもらうことで、実習生だけでなく企業側にも一緒に参加してもらう。

　受入企業としても優良要件の関係上、比較的国際交流行事への積

極参加の意識はあるため、様々な行事・地域ごとの祭りイベントを季節毎

に企画し、案内して頂ければと思います。

　また、町内清掃やゴミ拾いなどは、最低でもそのコミュニティで生活する以

上、実習生自身も参加しなければならないという意識は持っています。

13

　佐賀国際交流協会やさが多文化共生センターがせっかく実施

している外国人との交流会や相談窓口などの認知度が低い。

もっと外国人と地域住民との交流の場を増やしたい。

　周知方法の再検討。上記３同様に監理団体、留学生団体などと更な

る連携を図る。場合によってはイベント内容などを再検討する。

【国際課】

　佐賀県国際交流協会や佐賀市国際交流協会が行うイベント等の周知方

法について、SNS等を活用した効果的な方法など関係団体と協議していき

たい。

　外国人が集まる店などにイベント開催の案内の協力を依頼していきたい。

【工業振興課】

　工業団地内の誘致企業には定期的な訪問と情報交換をしており、今後は

技能実習生の状況を確認するとともに、地元の状況を伝えるようにしたい。

【協働推進課】

　地域のイベントや行事などの情報を発信するツールとして、コミュニティサイト

「つながるさがし」を運営している。まちづくり協議会が効果的かつ適宜に地域

の情報を発信できるよう、ライター研修の開催等を通じて支援する。

【国際課】

　まちづくり協議会等からの工業団地内の地域行事への声掛けを従来通り

受入事業所側へ案内していただき、また受入事業所の現状に合わせ、必要

であれば先に国際課から事業所内での多文化共生についての活動を提案し

ていきたい。

実態把握

交流
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14 交通

　交通の便。バス路線図や案内はほとんど日本語で書かれてい

て、利用する時はネットで検索するしかない。

　バス路線図や案内を英語に翻訳する。場所名などは翻訳できないが、

ローマ字のままで十分。

【交通政策課】

　令和４年１０月に佐賀駅バスセンターのサイン再編が予定されており、主

要なバス停など英語表記についても可能な範囲で行う予定です。

＜バス車両の対応状況＞

　バス方向幕：観光客の多い古湯温泉（英）や佐賀空港行き（英・中・

韓）について、ＬＥＤ翻訳対応済みです。

　バス車内運賃表：多言語表記を行う液晶型運賃表も順次導入していま

す。

　なお、佐賀市内の路線バス情報は、オープンデータ化しているため、

google mapsで検索していただければ、ご指摘のとおり英語での検索が可

能です。

　佐賀駅バスセンター以外での検索については、お手数をおかけしますが、ネッ

トでの検索をお願いします。

　

15

　精神や宗教的な問題

　宗教意識の欠如。世界にはキリスト教、イスラム教、仏教と

いった世界宗教があり、人々はそれぞれの宗教の基礎的な情

報を知らない。例：イスラム教徒はハラール肉しか食べられな

い。

　レストランや宿泊施設向けのおもてなしガイドの作成。宗教の基礎知

識、飲食、礼拝、習慣、マナーなどの項目を含めるとわかりやすい。

参考：国土交通省、北海道観光振興機構、熊本市。

【観光振興課】

　国交省等作成のガイドブックについて、観光協会などを通し関連事業者へ

の周知を行いたい。（市独自での作成は考えていない）

16

　礼拝場所の欠如。礼拝者として、祈るという責任を果たす必

要があるが、礼拝場所を確保するのは大変。

　礼拝場所の確保。礼拝者から希望を募り、市役所、県庁や公民館な

どの政府関連施設で、礼拝場所を準備する。礼拝は短時間で済ませる

ため、その間礼拝場所の確保ができるようにする。さらに、礼拝可能である

ことを示すシールを玄関などわかりやすい場所に貼る。

【国際課・財産活用課・公民館支援課】

　日本国憲法第20条第3項に「国及びその機関は、宗教教育その他いかな

る宗教的活動もしてはならない。」とされているため、特定の宗教のための施

設を設置することができません。

17

　特定料理（ベジタリアン・ハラール）のある店の一覧。

　例：イスラム教の方は外食をする際に、ハラール料理を提供

する店を探さないといけないが、そもそも情報がないため、自炊

するしかない。

　ハラールやベジタリアンに対応する店の一覧の作成。レストランだけでな

く、材料を売る店や通販サイトなども含める。さらに、玄関などわかりやすい

場所にシールを貼る。

【観光振興課】

　佐賀県観光連盟が運用する、ベジタリアンやヴィーガンの方が利用できる飲

食店などをまとめたサイト「サガ ガストロノミー（https://saga-

gastronomy.com/）」を活用し、インバウンド観光客に向けた情報提供

方法を検討したい。

（観光客向けの材料を扱う店や通販サイトの一覧は考えていない）

18 情報発信

　佐賀市内の地名にあまり詳しくないため、外国人登録データ

等で地域の情報を市内地図に落とすことが可能であれば見た

目にもとても分かりやすいかと思いました。

【危機管理防災課】

　防災に特化していうと、それまで避難所の開設情報（施設名称等）を文

字だけで行っていたが、令和３年度から防災協定に基づき、視覚的に避難

所の開設状況、混雑状況等を確認していただけるよう、避難所の混雑状況

の可視化サービス（バカンマップス）の提供を開始した。

19 窓口周知

SPIRA・さが多文化共生センターの周知

　（公財）佐賀県国際交流協会SPIRAには、外国人総合

相談窓口―さが多文化共生センター（Tel: 0952-22-

7830

 E-mail : info@spira.or.jp)　があり、母語で相談ができま

すが、残念ながら知らない人も多いです。無料相談であり、外

国人のみなさん、困ったときには是非ご利用ください。

（電話相談：２１言語可能、対面相談：５言語可能（英

語、中国語、韓国語、ベトナム語＋やさしい日本語）

※ SPIRAや「さが多文化共生センター」の存在が、外国人の

方（特に技能実習生）にあまり知られていない、との調査結果

から

　佐賀市転入で外国人が住民届けに来たとき、窓口で、「さが多文化共

生センター」のカードを一人一枚渡してもらえると、ありがたいです。「何か

困ったらここに電話してみれば」と。技能実習生の場合、担当者がまとめて

手続きに来るケースが多いと思いますが、その場合でも、担当者の方に、

実習生の数だけカードをお渡し、実習生一人ひとりに手渡してもらうよう、

促してもらえないでしょうか。

※SPIRAでは、外国人相談のほか、国際理解講座、日本語教室、医

療通訳、スピーチコンテスト、国際フェスタなど様々な活動を行っています。

佐賀市民の方、日本の方も外国人の方も、どしどしご利用ください。

【国際課】

　転入手続の際、「ようこそ佐賀市へ（ウェルカムパッケージ）」とさが多文化

共生センターの相談窓口のチラシを配布していますが、十分認知されていな

いようであるため、カードの配布も含めて担当課と調整し、あわせて関係団体

と効果的な周知方法について検討していく。

文化
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区分 提案内容（問題点、改善すべき点など） その解決に向けての対応　【提案者自身から】 【担当課からの現状及び今後の方向性】 委員からの意見等

20

日本語指導を必要とする児童生徒について

・ 帰国予定ではない児童生徒の進路の保障

・ カスタネットやワールドリングなどとの連携

・ 日本語指導担当教員による学校への助言

【学校教育課】

　各学校の状況を把握し、日本語指導担当教員や指導主事等を派遣し、

進路指導への助言を行う。

【国際課】

　教育委員会及び市国際交流協会と連携し、行政、CSO、市民で、外国

とつながる子供や若者への理解や支援について考える会を企画し、幅広く意

見を求める機会を持つ。

21

児童生徒の保護者（外国籍）の支援

・ 学校からの連絡等の伝達

・ 日本の学校文化の理解

・ 地域活動への参画

・ 多言語翻訳文書の作成及び、関係諸機関への依頼（特に、体罰・い

じめアンケート等）

・ 保護者への事前の丁寧な説明（学校及び学校教育課）

・ 地域活動に対する対応は、解決に向けて取り組むこと取り組もうとして

いることは現在ありません。

【学校教育課】

　保護者が回答するアンケート等について、多言語翻訳を関係諸機関へ依

頼する。やさしい日本語や翻訳機能を用いた丁寧な説明を学校に依頼す

る。

【国際課】

　令和２年度に学校文書の多言語化を実施し、市内小中学校へ教育委

員会を通じて配布しています。その他必要な文書があれば、多言語化にむけ

て対応していきたい。

22 その他

　前回の会議において提示された佐賀市内における外国人登

録データの個々の値が外国人の日本語修学度のレベルとの相

関が明確ではないため、その関連性が上手く掴めない（日本

語が上手いから　サービス業に就職している、日本語が上手くな

いので言葉を使わない仕事をしている等）。

　是非、各外国人の日本語能力のレベルと年齢・職業等との

関連性を提示して頂きたい。

【国際課】

　今回佐賀県が実施したアンケート調査は、県全体をエリアに実施されたもの

であるため、市町単位での情報となっております。例えば校区毎の日本語レ

ベルを把握するとなると別途新たに調査が必要となります。

　より詳細な調査を行うことは個人を特定することにもつながるため、慎重に

対応することが望ましいと思われます。

※別途、「技能実習」「留学」「永住者」の３区分について、年齢別に国ごと

の日本語能力レベルを整理しました。

教育
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